
 

 

所沢航空記念公園の利用者遵守事項について 

 

令

令和５年４月１日 

                                           

所沢航空記念公園管理事務所 

【埼玉県都市公園条例第８条】（禁止行為） 

１ 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 

２ 土地の形質を変更すること。 

３ 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。 

４ 動物を捕獲し、又は殺傷すること。 

５ 立入禁止区域に立ち入ること。 

６ 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。 

７ ごみその他汚物を捨てること。 

８ その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。 

 

【埼玉県都市公園条例第９条】（原則として禁止行為。事例によっては許可できる場

合があります。） 

１ 物品の販売、興業その他の営業行為をすること。 

２ 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 

３ 業として写真又は映画等を撮影すること。 

４ 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。 

５ 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 

６ はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。 

 

【埼玉県都市公園条例第１２条】（管理者の定めた禁止行為） 

（全般） 

１ ドッグラン以外で犬を放し飼いにすること。（リード等で保持せずに散歩さ

せること。） 

 ※埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例第８条で禁止 

２ 自らが養い飼っている動物（犬、猫等）のフンを放置すること。 

３ 動物（犬、猫、鳥、魚、亀等）にえさを与えること。（自らが飼い養っている

動物を除く。） 

４ 動物（犬、猫、鳥、魚、亀等）を捨てること。 

５ 釣りをすること。 

６ 大勢で広い場所を長時間占有すること。（管理者が許可した場合を除く。） 

７ ゴルフを行うこと。（ゴルフクラブを用いての素振りを含む。） 

８ 本格的なスポーツ・競技を行うこと。 



 

 

９ 芝生を傷める行為を行うこと。 

10 芝生広場でスパイクを使用すること。 

11 大型テント、タープ等を設置するなど他の利用者を排除し、占用するような

ものを持ち込むこと。 

12 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。（野外ステージで

許可を得た場合を除く。） 

13 ベンチ、遊具、あずまや等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。 

14 自動車、自動二輪車、原動機付き自転車を駐車場、又は駐輪場以外に進入さ

せること。 

15 園内を自転車で周回すること。 

（スピードを出さず、歩行者に配慮して園内を徐行して通り抜ける場合、及び

子どもに保護者が付き添い、安全を確保した上で徐行する場合は除く。ただ

し、ジョギング、ウォーキングコースは自転車による通行は禁止。） 

16 スケートボード、インラインスケート、ローラースケート、又はそれに類す

るものを使用すること。 

17 ラジコン、ドローンを使用すること。（管理者が許可した場合を除く。） 

18 ハンモック、スラックライン等を設置し、使用すること。 

19 ゴミを公園内に捨てること。 

20 喫煙すること。 

21 いわゆる「コスプレ」による写真撮影等を目的とした行為をすること。（管理

者が許可した場合を除く。） 

22 園内の水道を水風船等遊戯で使用すること。 

23 硬球ボールを使用すること。 

24 その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。 

 

（駐車場） 

１ 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。 

２ 駐車場を徐行しないで通行すること。 

 ３ 車両の洗車等をすること。 

 ４ その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。 

 

（テニス） 

１ 必要な手続きをせずにプレーを行うこと。 

２ テニスシューズを使用しないでプレーをすること。 

 ３ 用具を大切に扱わないこと、使用後に所定の場所に戻さないこと。 

４ プレーをしない乳幼児（ベビーカー等含む）がコートに入場すること。（子ど

もに保護者が付き添い、他のプレーヤの迷惑にならない場合を除く。） 

５ 決められた時間を守らないこと。 

６ その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。 

 



 

 

（少年スポーツ広場） 

１ ２０時３０分を超えて集団で球技等を行うこと。 

２ 夜間、大きな声や音を出して使用すること。 

３ 硬球ボールを使用すること。 

４ その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。 

 

（彩翔亭） 

１ 琴、太鼓、民謡など音を出して利用することや香道等香りを伴う利用をする

こと。（ただし、全室もしくは続き部屋で利用し、他の利用者の支障にならな

い場合を除く。） 

２ 日本庭園及び彩翔亭で飲食をすること。（呈茶サービス、および許可を受けた

場合を除く。） 

３ 室内及び畳等を汚す恐れのある入室をすること。 

４ 日本庭園にペットを連れて入ること。（補助犬同伴による場合を除く。） 

５ その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。 

 

（所沢航空発祥記念館） 

１ 立ち入り禁止の柵内に入ること。 

２ 就学前の子どもだけで利用すること。 

３ 子どもだけでエレベーターを利用すること。 

４ 館内で喫煙、飲食（飴、ガムを含む）を行うこと。 

５ 館内で走ったり騒いだりすること。 

６ 館内の展示に支障がある行為を行うこと。 

 ７ 不注意で火災報知機のボタンを押すこと、また消火器を使用すること。 

 ８ 火災や地震などの非常の際に、係員の指示に従わないこと。 

９ ペットを館内へ持ち込むこと(カゴ等に入れても不可)。 

なお、盲導犬、補助犬、聴導犬、介護犬は可能。 

 ・注意事項 

  ① 誤った利用や利用者の故意により発生した事故については、一切の責任を

負わないこと。 

  ② モラルに反したり係員の指示に反する場合は、退館いただくこと。 


